
第２回 企業連携水循環ウェビナー
「水循環における地下水管理と持続的な利活用に向けた課題」

令和５年１０月３日

（国研）産業技術総合研究所・地質調査総合センター
地下水研究グループ 井川 怜欧



2

０）自己紹介（組織紹介）
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～日本国内の水資源における地表水と地下水の割合～

“令和４年度版 日本の水資源の現状”から抜粋（国土交通省が作成）

地下水は国内全体の水使用量の
１１％を占めている。
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不適切な地下水管理が引き起こした地下水障害

地盤沈下 地下水の塩水化

（地面がどんどん下がっていく） （地下水が塩水に変わっていく）
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地下水の持つ経済的価値の評価

一般に、地下水は天からの恵み（恩恵）という考えから、自由にタダで使える
水資源だという認識が強い。

したがって、地下水管理にお金をかけることに違和感を持つ人も少なくない。

しかし、地下水は更新可能型の天然資源ではあるが、無限にあるわけではない。

健全な地下水利用を持続するためには、涵養域の保全やモニタリングなど
適切な経費が必要となる。

そこで、ステークホルダーが普段意識していない、地下水の持つ多面性と
そこから得ている恩恵について“見える化“を実施した。
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代替法による経済的価値の算出（WTA：受入保証額）
＜秦野市で見た場合＞
住宅用、化学製品、露地栽培が突出して
大きな値となっており、どのような
ステークホルダーが地下水の恩恵を
大きく受けているのかが可視化できる。

＜熊本地域で見た場合＞
流出域では都市施設用の用途が地下水の恩恵
を大きく受ける一方で、涵養域では１次産業
や２次産業において地下水の恩恵が大きいこ
とがわかる。
涵養域と流出域の人口比は、およそ1：2.4が
地下水のもつ経済的な価値はほぼ同額である。

（注意）
本数値はあくまで利用している地下水の恩恵を質、
量、温度を基準に代替法を用いて評価したもので
ある。地下水利用者の収益とは関係しない。

地下水の持つ経済的価値の評価

日本地下水学会2023春季講演会 講演資料より抜粋
（井川ほか，2023）
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地下水の持つ経済的価値の評価

トラベルコスト法による経済的価値の算出（WTP：支払意思額）

来場者数がカウントされている秦野市と熊本地域（涵養域と流出域）の湧水を含む地下水を
利用した観光施設における経済的価値をトラベルコスト法にて算出した結果、秦野市における
観光施設の経済的価値は10億円以上となり、熊本地域の観光施設よりも大きな値となった。
これは自然を利用した観光施設が乏しい首都圏において、地下水を通じて秦野市にもたらされる
恩恵が非常に大きいことを示している。

コンジョイント分析法による経済的価値の算出（WTP：支払意思額）

生活用、防災用、景観用、信仰用としての地下水の価値について、住民アンケートに基づく
コンジョイント分析を実施した。
その結果、生活用の地下水保全に対するWTPは、対象地域の水道料金とほぼ同じ額となった。
また、景観用については、秦野市において、トラベルコスト法により算出された価値は住民
のWTPによって、算出される価格（価値）よりも、非常に大きなものとなり、景観用の地下
水の価値は、住民が意識するよりも、大きいことが示された。

＊上記の２つの分析法における算定データの詳細については、現在、論文執筆中のため、ウェビナーのみの公開
とさせていただきます。
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地下水情報の公開（提供）

流域における適切な地下水管理には、井戸や地下水に関する情報が不可欠である。

公的機関が所有する井戸については、一部、位置情報が公開されているものも
あるが、民間の井戸については、個人情報保護法の観点から位置情報については、
ほぼ全てが非公開となっている、

しかしながら、点の位置が定まらなければ、線としてつなぐことができない。

したがって、今後は企業連携による位置情報を含むデータセットあるいはデータ
ベースの構築と制限付きの公開（会員登録やデータ利用希望者の身元確認など）
が可能となるようなシステムづくりが期待される。

＊国際的な動向については、第一回ウェビナーの公開資料を参照
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新たなビジネスの創出（利活用）

今後、日本国内においても、地下水をとりまく環境は大きく変化することが
予想される。

これまでは、飲用利用や、食物生産、工業生産など、直接的に水を利用する
ビジネスが着目されてきたが、地下水のもつ多様性・多面性を考えると、
地下水を通じた新たなビジネスの可能性は大きく広がる。

今後は、“直接的利用価値”以外の価値を用いた地下水ビジネスも重要になって
くると考えられる。

ただし、“直接的利用価値”に依存しないビジネスモデルを成功させるためには、
特定の企業や業種のみの努力では難しい。そのため、管理者（官）、利用者
（産）、サポート役（学）による産官学の連携が必要不可欠であり、今後の
持続的な地下水の利活用に向けたより一層の連携の加速が期待される。
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ご清聴ありがとうございました。


